
福
井
県
告
示
第
３
９
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
丹
生
郡
越
前
町
岩
倉
５
６
字
後
山
３
３
、
３
４
の
１
、
３
４
の
２
、
４
２

２
　
指
定
の
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

イ
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
越
前
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
９
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
９
条
の
２
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土

地
改
良
（
区
画
整
理
）
事
業
　
漆
原
下
野
田
地
区
（
全
工
区
）
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第

１
０
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
９
７
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
９
条
の
２
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土

地
改
良
（
区
画
整
理
）
事
業
　
越
前
中
部
地
区
（
金
谷
工
区
）
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第

１
０
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
４
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

（※

は
県
例
規
集
登
載
事
項
）

告
　
示

　

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
九
五
・
森
づ
く
り
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
（
三
九
六
、
三
九
七
・
丹
南
農
林
総
合
事
務
所
）…
…
…

一

公
　
告

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　
　

定
（
税
務
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（

　
　

Ｄ
Ｘ
推
進
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

　

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
（
産
業
政
策
課
）…

二

　

○
基
本
測
量
の
実
施
（
土
木
管
理
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　

○
公
共
測
量
の
終
了
（
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　
　

定
（
警
察
本
部
会
計
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
一
五
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

　

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
（
一
一
六
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

　

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
一
七
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

　

※

公
職
選
挙
法
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
一
一
八
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五
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示
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
e L T

 A
 X
 （
電
子
申
告
、
共
通
納
税
、
国
税
連
携
）
に
係
る
委
託
利
用
型
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
・

運
用
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
総
務
部
税
務
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
４
年
８
月
８
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

　
　
東
京
都
江
東
区
豊
洲
３
丁
目
３
－
３

５
　
落
札
金
額

　
　
７
，
８
４
１
，
９
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
６
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
公
共
施
設
予
約
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
―
１

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
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公
　
　
　
　
　
告

　
　
令
和
４
年
８
月
３
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ

　
　
北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
１
条
西
６
丁
目
１
－
２

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
１
５
４
，
５
５
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
る
随
意
契
約

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
６
月
７
日

８
　
随
意
契
約
に
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
バ
ロ
ー
神
明
店

　
　
福
井
県
鯖
江
市
糺
町
字
野
岸
９
番
　
外
２
７
筆

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
　
バ
ロ
ー
マ
ッ
ク
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
篠
花
　
明

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
１
６
番
２
１
号

　
　
佐
々
木
　
恵
介

　
　
大
阪
府
大
阪
市
東
住
吉
区
鷹
合
一
丁
目
１
１
番
１
３
号

３
　
変
更
し
た
事
項

　
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者

　
　
（
変
更
前
）

　
　
株
式
会
社
　
バ
ロ
ー
マ
ッ
ク
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
横
山
　
悟
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愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
１
６
番
２
１
号

　
　
佐
々
木
　
恵
介

　
　
大
阪
府
大
阪
市
東
住
吉
区
鷹
合
一
丁
目
１
１
番
１
３
号

　
　
（
変
更
後
）

　
　
株
式
会
社
　
バ
ロ
ー
マ
ッ
ク
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
篠
花
　
明

　
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
１
６
番
２
１
号

　
　
佐
々
木
　
恵
介

　
　
大
阪
府
大
阪
市
東
住
吉
区
鷹
合
一
丁
目
１
１
番
１
３
号

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
令
和
４
年
８
月
１
０
日

５
　
変
更
す
る
理
由

　
　
代
表
者
変
更
の
た
め

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
９
月
２
２
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
⑵
　
福
井
県
鯖
江
市
西
山
町
１
３
番
１
号

　
　
　
鯖
江
市
産
業
環
境
部
商
工
観
光
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

９
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
９
月
２

２
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
Ｇ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
７
日
か
ら
令
和
５
年
２
月
２
８
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
小
浜
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市
、
坂
井
市
、
南
条
郡
南
越
前
町
、
大

飯
郡
高
浜
町
、
大
飯
郡
お
お
い
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
９
月
２
０
日
に
坂
井
市
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
坂
井
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
Ｍ
Ｍ
Ｓ
計
測
に
よ
る
路
面
性
状
調
査
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
７
月
１
５
日
か
ら
令
和
４
年
９
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
坂
井
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
映
像
変
換
・
解
析
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
　

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
４
年
８
月
３
１
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
日
通
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号



５
　
落
札
金
額

　
　
６
７
，
８
７
４
，
４
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
７
月
１
９
日

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
１
５
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
１
６
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

令和４年10月11日（火） 福 井 県 報 第 217 号

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

4

届
　
出

年
月
日

令
和
４
年

８
月
23日

令
和
４
年

９
月
７
日

岸
本
一
敏
後
援
会

三
村
尚
司
後
援
会

岸
本
　
一
敏

三
村
　
尚
司

岸
本
　
浩
子

三
村
　
尚
司

大
野
市
有
明
町
１
６
－
１

鯖
江
市
神
中
町
３
－
４
－
８

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

令
和
４
年

７
月
16日

令
和
４
年

７
月
31日

令
和
４
年

９
月
１
日

令
和
４
年

９
月
７
日

自
由
民
主
党
河
野
支

部辻
ひ
と
し
後
援
会

参
政
党
福
井
支
部

田
村
や
す
お
後
援
会

大
浦
　
和
博

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
６
－
５
－
１

大
浦
　
和
博

小
角
　
譲

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

竹
内
　
康
人

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
０
１
－
１
４

向
瀬
　
英
渡

生
駒
　
一
義

佐
原
　
邦
男

松
田
　
知
世

吉
田
　
瑛

渡
辺
　
幸
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

改
正
後

別
表
第
二
（
第
五
十
条
関
係
）

　

一　

病
院

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

別
表
第
二
（
第
五
十
条
関
係
）

　

一　

病
院

改
正
前
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令
和
４
年

７
月
16日

令
和
４
年

７
月
31日

令
和
４
年

９
月
１
日

令
和
４
年

９
月
７
日

自
由
民
主
党
河
野
支

部辻
ひ
と
し
後
援
会

参
政
党
福
井
支
部

田
村
や
す
お
後
援
会

大
浦
　
和
博

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
６
－
５
－
１

大
浦
　
和
博

小
角
　
譲

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

竹
内
　
康
人

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
０
１
－
１
４

向
瀬
　
英
渡

生
駒
　
一
義

佐
原
　
邦
男

松
田
　
知
世

吉
田
　
瑛

渡
辺
　
幸
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
１
７
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
１
０
月
１
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
散
年
月
日

令
和
４
年
８
月
10日

畑
勝
浩
後
援
会

畑
　
勝
浩

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会　

委
員
長　

金
井　

亨

　
　
　

公
職
選
挙
法
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

公
職
選
挙
法
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

別
表
第
二
（
第
五
十
条
関
係
）

　

一　

病
院

　

二　

（
略
）

　

三　

老
人
ホ
ー
ム

（
略
）

福
井
県
立
病
院

福
井
厚
生
病
院

福
井
赤
十
字
病
院

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
下
六
条
町
一
字
六
番
一

（
略
）

（
略
）

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

　

二　

（
略
）

　

三　

老
人
ホ
ー
ム

（
略
）

福
井
県
立
病
院

福
井
厚
生
病
院

福
井
赤
十
字
病
院

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
下
六
条
町
二
百
一
番
地

（
略
）

（
略
）

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

別
表
第
二
（
第
五
十
条
関
係
）

　

一　

病
院

改
正
前
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令
和
四
年
十
月
十
一
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

令
和
４
年

７
月
16日

令
和
４
年

７
月
31日

令
和
４
年

９
月
１
日

令
和
４
年

９
月
７
日

自
由
民
主
党
河
野
支

部辻
ひ
と
し
後
援
会

参
政
党
福
井
支
部

田
村
や
す
お
後
援
会

大
浦
　
和
博

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
６
－
５
－
１

大
浦
　
和
博

小
角
　
譲

辻
　
人
志

橋
本
　
達
也

竹
内
　
康
人

木
村
　
知
行

南
条
郡
南
越
前
町
糠

１
０
１
－
１
４

向
瀬
　
英
渡

生
駒
　
一
義

佐
原
　
邦
男

松
田
　
知
世

吉
田
　
瑛

渡
辺
　
幸
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

二　

（
略
）

　

三　

老
人
ホ
ー
ム

　

四　

身
体
障
害
者
支
援
施
設

　

五　

（
略
）

（
略
）

福
井
県
立
病
院

福
井
厚
生
病
院

福
井
赤
十
字
病
院

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
下
六
条
町
一
字
六
番
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

障
害
者
支
援
施
設
ラ
イ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

金
津
サ
ン
ホ
ー
ム

若
越
み
ど
り
の
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

あ
わ
ら
市
花
乃
杜
三
丁
目
二
十
二
番
十

二
号

（
略
）

（
略
）

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

（
略
）

宝
珠
苑

介
護
老
人
福
祉
施
設
た
ん
ぽ
ぽ
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
文
珠
苑

（
略
）

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ハ
ウ
ス
九
頭
竜

養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
乗
ふ
れ
愛
園

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
渓
山
荘

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
眞
盛
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
常
磐
荘

ケ
ア
ハ
ウ
ス
エ
メ
ラ
ル
ド
ハ
ウ
ス

（
略
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
揚
梅
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
松
寿
苑

有
料
老
人
ホ
ー
ム
わ
ら
く

（
略
）

（
略
）

福
井
市
石
盛
三
丁
目
三
百
一
番
地

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
小
稲
津
町
百
二
番
地
三
号

（
略
）

（
略
）

敦
賀
市
金
山
五
十
号
十
九
番
地
の
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
方
上
中
郡
若
狭
町
上
吉
田
第
一
号
二

十
五
番
地
の
一

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

　

二　

（
略
）

　

三　

老
人
ホ
ー
ム

　

四　

身
体
障
害
者
支
援
施
設

　

五　

（
略
）

（
略
）

福
井
県
立
病
院

福
井
厚
生
病
院

福
井
赤
十
字
病
院

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
下
六
条
町
二
百
一
番
地

（
略
）

（
略
）

（
略
）

障
害
者
支
援
施
設
ラ
イ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人
金
津
福
祉
会
金
津
サ
ン
ホ
ー
ム

若
越
み
ど
り
の
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

あ
わ
ら
市
花
乃
杜
三
丁
目
二
十
二
番
十

二
号

（
略
）

（
略
）

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地

（
略
）

宝
珠
苑

た
ん
ぽ
ぽ
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
文
珠
苑

（
略
）

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ハ
ウ
ス
九
頭
竜

養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
乗
ふ
れ
愛
園

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
渓
山
荘

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
眞
盛
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
常
磐
荘

ケ
ア
ハ
ウ
ス
エ
メ
ラ
ル
ド
ハ
ウ
ス

（
略
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
揚
梅
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
松
寿
苑

（
略
）

（
略
）

福
井
市
下
森
田
町
十
号
九
十
五
番
地

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
市
花
野
谷
町
四
十
三
字
四
十
番
地

二（
略
）

（
略
）

敦
賀
市
金
山
六
十
号
下
向
野
二
十
六
番

地
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

指
定
病
院
等
名

指
定
病
院
等
所
在
地


